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御意見等 

コピー制御の改善を検討する際には、達成すべき利便性の最小

限の目標を「アナログ放送と同等の機能」に置くべきである。 

理由 

本中間答申においては、視聴者の利便性を向上し、デジタル放

送の普及を促進させ、アナログ停波とデジタル放送完全移行に

寄与することを目的として、新たにコピー制御の強制手段を導

入し、コピー制御強制手段の選択肢を拡大することを提言して

いる。 

しかし、コピー制御の強制手段が如何なる形になろうとも、視

聴者の利便性はデジタル放送の現在のコピー制御ルールであ

る「ダビング 10」によって制限され、アナログ放送未満の利便

性に留まることになる。 

具体的には 

1. テレパソと呼ばれるテレビ機能が搭載された PCでは 

1-1. HDD を交換したり、OS を再インストールすると録画し

た番組が見られなくなる 

1-2. DTCP 非対応の液晶ディスプレイを使っていた場合、テ

レビを見ることができないので、対応ディスプレイに

買い替えなければいけない 

1-3. ニュース等のシーンの一部でスクリーンショットを取

り、著作権法で認められた「引用」の範囲内で利用し

ようとしても、スクリーンショットを取ることすらで

きない 

1-4. 録画した当人が利用している別のパソコンやポータブ

ル機器に録画した番組を移動させることができない 

2. アナログ放送では商品として存在していた全局 24 時間録

画機が、デジタル放送では製造・販売されなくなってしま

った 



等々で消費者の利便性はアナログ放送と比較して大きく制限

され、その選択肢も狭められている。 

こうした、アナログ放送の方がデジタル放送よりも利便性が高

い現状では、コピー制御の強制手段を変更することで消費者の

利便性に配慮しようとしたところで、その効果は非常に限られ

たものとなるだろう。 

そうした効果の限られた領域で消費者の利便性に配慮するよ

りも、実際に消費者が不満に感じているコピー制御ルール自体

を、アナログ放送と同等の利便性を最低限の達成目標として変

更していく方が、デジタル完全移行へ寄与する効果は大きいと

考える。 

また、コピー制御ルールの見直しでアナログ放送と同等の利便

性を達成しようとする際には、これまで率先してデジタル放送

対応機器を購入してデジタル放送普及に貢献してきた全国 60%

の世帯の者が不利益を被らないような形で検討がされること

を期待する。 

 


